
防災備蓄品・案内板等維持管理業務委託仕様書 
 

１ 件名 

  防災備蓄品・案内板等維持管理業務委託 

 

２ 概要 

  この仕様書は、避難所施設、防災倉庫防災備蓄品、広域避難場所案内板及び

広域避難場所誘導標識を適正に維持管理するための点検業務について必要な事

項を定める。 

 

３ 点検対象施設及び内容 

  点検施設は、別紙１、２のとおり。 

（１）避難所 

施設名称 数量 点検内容 

避難所倉庫 

※感染症対策物品用

増設倉庫含む。 

１０５ 

・避難所倉庫外観 

・照明設備の点灯 

・換気扇の動作 

・防災備蓄品の数量、使用期限 

・非常用発電設備の外観 

・避難所案内板取付け状況 

※  防災備蓄品の一覧は別紙３のとおり。 

 

（２）無線設備 

設備 数量 点検内容 

防災行政用同報無線

戸別受信機 

（避難所１０５箇

所、その他４箇所に

設置） 

１０９ 

・受信機外観 

（各種ケーブルの接続確認を含む） 

・アンテナ外観 

・設置状況（電源ランプの点灯） 

デジタル地域防災無

線 

（避難所１０５か

所、その他１０カ所

に設置） 

１１５ ・アンテナ外観 

 

（３）広域避難場所案内標識等 

施設名称 数量 点検内容 

広域避難場所 

案内標識 
２８２ ・取付け位置及び設置状況 

・支柱、表示板の表示内容及び劣化状況 

※場所については、別に指示する 
広域避難場所 

入口門扉 
１１ 

 

   



４ 点検実施時期等 

  点検は、あらかじめ日程を発注者及び点検施設に連絡し、承認を得た上で実

施するものとする。 

  点検回数は、最低年１回実施するものとする。（点検に不備があった場合を

除く。） 

  点検は原則として、月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分

までの間に実施するものとする。これ以外の時間帯に実施の必要がある場合は

事前に発注者及び点検施設に連絡し、承認を得てから実施するものとする。 

  なお、感染症対策物品用増設倉庫の点検については、当該倉庫の鍵を点検日

に危機管理統括部より貸し出すものとする。 

 

５ 報告 

  点検後の報告は、月毎に電子データで報告書を提出するものとし、全ての業

務完了後に各報告をまとめた電子データを併せて提出するものとする。 

  点検中異常を発見した場合は、口頭にて速やかに発注者に報告すること。 

 

６ 施設の現状維持 

  点検中、建物等に損傷を与えた場合は、直ちに発注者へ報告するとともに、

受注者の責任において速やかに原状に復するものとする。 

 

７ その他 

避難所倉庫内に期限切れの備蓄品があった場合には、引き上げてくるとともに

発注者に速やかに報告すること。 

 

以 上   
 

 


